
見附市教育委員会組織規則及び見附市教育委員会職員の職名に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月２４日 

 見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

見附市教育委員会規則第３号 

見附市教育委員会組織規則及び見附市教育委員会職員の職名に関する規則 

の一部を改正する規則 

 （見附市教育委員会組織規則の一部改正） 

第１条 見附市教育委員会組織規則(平成１８年見附市教育委員会規則第４号)の

一部を次のように改正する。 

 第３条第１項の表課の項中「係」を「室・係」に改め、同表教育総務課の項中「総

務管理係」を「学校再編準備室 総務管理係」に改める。 

 第５条第５項中「主幹」の次に「、室長」を加える。 

別表第１中 

「教育総務課 

   総務管理係 

  １ 委員会の会議、文書及び法規に関すること 

  ２ 教育行政に関する相談及び広報に関すること 

  ３ 教育行政の総合企画・調整に関すること 

  ４ 委員会職員の人事に関すること 

  ５ 学区及び通学対策に関すること 

  ６ 社会教育の委任等に関すること 

  ７ 委員会内の連絡調整及び他の所管に属さないこと 

  ８ 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること 

  ９ 学校の予算、施設及び教具等の整備に関すること 」を 

「教育総務課 

  学校再編準備室 

   総務管理係 

  １ 委員会の会議、文書及び法規に関すること。 

  ２ 教育行政に関する相談及び広報に関すること。 

  ３ 教育行政の総合企画・調整に関すること。 



  ４ 委員会職員の人事に関すること。 

  ５ 学校再編に関すること。 

  ６ 学区及び通学対策に関すること。 

  ７ 社会教育の委任等に関すること。 

  ８ 委員会内の連絡調整及び他の所管に属さないこと。 

  ９ 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 

  １０ 学校の予算、施設及び教具等の整備に関すること。 」に、「就学援助

及び特別支援教育の就」を「就学援助及び特別支援教育の就学 

奨励に関すること。」に改める。 

 （見附市教育委員会職員の職名に関する規則の一部改正) 

第２条 見附市教育委員会職員の職名に関する規則(昭和４８年見附市教育委員会 

 規則第１号)の一部を次のように改正する。 

 第２条別表中「課長補佐」の次に「、室長」を加える。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


